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新しい農地制度がスタートしました I(2、 3面 )

緊急要請を提出いたしました (4面 )

農業委員河川清掃ボランテイア (4面 )

/31る さと美味いもん市場 (4面 )

勇気塾がスタートしました (5面 )

農地パトロールを実施しました (5面 )

新規農業委員紹介 (6面 )

あ矢□らせ (6面 )

「じゃがいも収穫体験Jが 7月 31日から

3日間、新庄市体験農園「杢蔵山アグリ

パーク」で開催され、87家族 150人の

参加で賑わいました。農園でいも掘り作

業をしておみやげのじゃがいもをたくさ

ん収穫したあと、昼食に手打ちそばをい

ただきました。体験農園では、10月 末に

大根の収穫作業を予定しています。
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●平成21年 12月 15日から改正農地法等が施行されました。

●新たな農地制度は、①これ以上の農地の減少を食い止め、農地を

確保するとともに②農地を借りやすくして、農地を最大限に利用

することをねらいとしています。

O違反転用に対する処分・罰則

婚児卜
○都道府県知

事等による

行政代執行

制度が創設されました。

・3年以下の懲役

違反転用  ・300万円以下の罰金

(法人は1億円以下)

復
反細

犠
現
命

・3年以下の懲役
・300万円以下の罰金

(法人は 1億円以下)

改正のボイント

O農地を利用できる者の範囲が

拡大されました。

〇

◎市町村が農地所有者から委任を
受け代理して担い手に貸付等を

行う事業が新設されました。
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新ぃも農地制度
"

O全ての遊休農地が指導の対象

となりました。

O農業委員会が年1回農地の利

用状況を調査しま丸

O遊休農地の所有者に対して

は、農業委員会が指導・勧告

などを行います。

○農業委員会への届出が必要に

となりました。

O届出をしなかったり、虚偽の

届出をすると、10万円以下

の過料に処せられます。

●標準小作料制度が廃止されました

○賃借料情報を提供しま丸

標準小作料制度が廃止されました。

替わりに、農業委員会ホームベージに
H21年の実勢賃借料を掲載しております。

①田(水稲)の音ロ
地区名 平均額 最高額 最低額 データ姿

新  庄 ¥19,438 ¥20,610 ¥ 2,000

稲 舟 ¥18,472 ¥20,500 ¥ 0,028

萩 野 ¥20,299 ¥20.500 ¥ 6.971

八  向 ¥19,297 ¥24760 ¥ 4,766

全地区 ¥19,385 ¥24,760 ¥ 213

②畑(普通畑)の部
地区名 平均額 最高額 最低額

全地区 ¥12,685 ¥20,000 ¥7,000
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一
〇
年
産
米
の
生
産
者
概
算
金
が
、
大
幅
に
下

落
し
深
刻
な
事
態
と
な

っ
て
い
ま
す
。
新
庄
市
農
業
委

員
会
で
は
、
平
成
２２
年
９
月
２７
日
に
緊
急
要
請
を
、
衆

議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
大
臣
、
農
林
水

産
大
臣
宛
に
提
出
し
ま
し
た
。

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

米
価
の
下
落
に
歯
止
め
を
か
け
安
定
と
回
復
を
図
る

対
策
を
緊
急
に
講
ず
る
こ
と
。

再
生
産
に
必
要
な
融
資
制
度
の
創
設
と
、
そ
れ
に
伴

う
利
子
補
給
を
行
う
こ
と
。

戸
別
所
得
補
償
交
付
金
の
早
期
支
払
い
を
行
う
こ
と
。
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去る 7月 24日早朝、新庄市農業委員

21名 でかあてん公園の升形川河川敷の

草刈りを行いました。農業委員会では毎

年、新庄まつりの前に気持ちよ<かあて

ん公園を利用していただこうと、花咲か

フェアの翌年から実施しています。 8回

日となった今年も朝から蒸し暑い中、い

い汗を流しました。作業終了後の河川敷

は見違えるようにきれいになり、朝日に

輝いていました。

平

成
２２
年
９

月
２５

日

に
、
東
京

都

北

区

赤
羽
駅
近
＜
の
志
茂
ス

ズ
ラ
ン
商
店
街
に
新
庄

市
の
農
産
物
、
特
産
品

を
販
売
す
る
ア
ン
テ
ナ

シ
ョ
ツ
プ
が
オ
ー
プ

ン

し
ま
し
た
。
愛
称
は
「ふ

る
さ
と
美
味
い
も
ん
市
場
」
で
す
。
北
区
で
は
各
地
の

生
産
地
と
連
携
し
て
安
心
安
全
な
食
材
を
提
供
す
る
取

り
組
み
を
行
い
、
商
店
街
の
活
性
化
、
元
気
な
地
域
づ

´

＜
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
こ
の
店
舗
に
は
新
庄
市
の

他
に
岩
手
県
陸
前
高
田
市
が
入
っ
て
い
ま
す
が
、
他
に

も
他
地
域
の
市
町
村
の
商
品
が
並
６
予
定
で
す
。
新
庄

市
か
ら
は
、
お
米
、
ネ
ギ
、
ニ
フ
等
の
農
産
物
や
豆
腐
、

納
豆
等
、
陸
前
高
田
市
か
ら
は
ホ
タ
テ
等
の
海
産
物
が

出
品
さ
れ
て
い
ま
す
。
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
に
は
、
新
庄
市

泉
田
出
身
で
北
区
在
住
の
人
間
国
宝
の
奥
山
峰
石
氏
も

ご
出
席
さ
れ
、
式
典
に
華
を
添
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
れ
を
機
会
に
新
庄
市
の
農
産
物
の
知
名
度
が
都
会
の

方
々
に
、
よ
り

一
層
浸
透
し
て
い
＜
よ
う
に
期
待
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
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o実施しました

農 地 パ トロ ー ル は、

遊体農地の実態を把握 して

発生防止と解消を目指 します。

また、農地の違反転用の防止

を目的に行うものです。

新
庄
市
農
業
委
員
会
の
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
が
平
成
２２

年
８
月
２７
日
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
は
五
日
町
地
区
と
大
字
本
合
海
地
区
を
重
点
に

調
査
を
行
い
ま
し
た
。
新
庄
市
で
は

一
部
遊
体
化
し
て

い
る
農
地
は
散
見
さ
れ
る
も
の
の
、
優
良
農
地
の
集
団

で
あ
る
重
点
地
域
に
お
い
て
は
良
好
な
状
況
と
な
っ
て

い
ま
す
。

今
後
と
も
、
担
当
地
区
の
農
業
委
員
が
不
断
に
農
地

バ
ト
ロ
ー
ル
を
継
続
し
な
が
ら
不
適
切
な
事
例
が
あ
っ

た
時
に
は
、
速
や
か
に
指
導
し
て
ま
い
り
ま
す
。

農
家
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
も
ご
理
解
を
よ
ろ
し
＜

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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新
庄
市
で
は
休
止
し
て
い
た

「若
者
曰
芸
実
践
塾
」

を

「勇
気
塾
」
と
名
称
を
変
更
し
て
、

ｌｏ
月
１
日
か
ら

再
開
し
ま
し
た
。
前
回
は
平
成
７
年
度
か
ら
平
成
１６
年

度
ま
で
の
１０
年
間
、
花
丼
を
中
心
と
し
た
園
芸
作
物
の

担
い
手
養
成
の
た
め
に
運
営
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の

間
、
塾
で
学
ん
だ
多
＜
の
皆
さ
ん
が
花
丼
の
生
産
に
携

ジ
ー
ガ
ー
デ

ン
」
内
に
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
３
棟
、
育
苗

ハ
ウ
ス
ー
棟
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
、
イ
チ
ゴ
の

水
耕
栽
培
や
花
丼
、
野
菜
等
の
栽
培
の
研
修
を
し
て
い

き
ま
す
。
今
年
度
は
勇
気
塾
塾
長
に
大
泉
泰
氏
、
塾
生

に
大
沼
真
也
さ
ん
、
伊
藤
貴
広
さ
ん
の
２
名
で
ス
タ
ー

ト
し
ま
す
が
、
実
践
の
経
験
を
重
ね
て
多
＜
の
も
の
を

吸
収
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

ス‐が夕‐‐‐‐‐‐鸞し‐‐ま‐‐‐‐‐‐‐けな
わ
っ
て
い
ま
す
。

今
回
、
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
し
て
ス
タ
ー
ト
す

る

「勇

た気
塾
」
は
、

十
日
町
の

「
エ
コ
ロ
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新
任
農
業
委
員

一　
丼
上
　
市
作

氏

（Ｊ
Ａ
新
庄
も
が
み
）

こ
の
度
、
Ｊ
∧
新
庄
も
が
み
の
加
藤
久
雄
委
員
の
後

任
と
し
て
、
萩
野
地
区
よ
り
推
薦
さ
れ
職
に
つ
き
ま
し

た
。
昨
今
、
農
業
を
取
り
巻
＜
環
境
が

一
段
と
厳
し
＜

な
り
、
米
価
も
下
が
る

一
方
で
後
継
者
は
も
ち
ろ
ん
、

農
業
者
が
い
な
＜
な
る
危
機
的
状
況
を
な
ん
と
か
打
破

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
合
こ
そ
農
業
者
が

一
致
団

結
し
て
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
も
農
業

者
団
体
の
代
表
と
し
て
、
緑
多
き
自
然
を
守
り
、
農
業

を
守
り
、
皆
様
方
の
経
営
に
役
立
つ
ア
ド
バ
イ
ス
が
で

き
れ
ば
と
思

っ
て
い
ま
す
。
農
業
者
同
士
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
諸
先
輩
方
の
ご
指
導
を
仰
ぎ
、
地
域
農
業
の

発
展
の
た
め
、
粉
骨
砕
身
努
力
す
る
所
存
で
す
の
で
、

よ
ろ
し
＜
お
願
い
し
ま
す
。

】新しい農業香員の紹介

事務局からのおRIIらせ
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近年、耕作不便地を中心に遊休化した農地が多く

見られます。農地の遊休化は食糧生産の障害となる

ばかりでなく、長年の放置による病害虫の発生など

により、近隣に迷惑をかけることにもなります。自

ら耕作できない農地は他の農業者に貸す 。譲渡する

ことを考えて、遊休農地が発生しないようにしましょ

う。また、もし耕作できる方が見つからない場合も

農地所有者の最低限の責任として、草木の伐採・病

害虫の駆除を行って、近隣に迷惑がかからないよう

にしましょう。

く|

まとめて読める一週刊紙

1わかりやすい農業・農政の解説

2みんな知りたい経営・流通の最新情報が満載

3女性の元気を応援

4文字が大きく読みやすい

お申し込みは農業委員か農業委員会事務局ヘ

発行 日 :毎週金曜 日

購読料 :月 600円
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農地転用とは, 田や畑の農地に手を加えて、住宅や

事務所・駐車場・資材置場・植木置場及び山林 (杉の

植林等 )な ど耕作以外の目的に供することをいいます。

工事などで一時的に農地を資材置場等として使用する

ときも農地転用になります。

許可を受けるには卜 農地転用の許可を受けるには、

農業委員会への申請が必要になります。詳細は農業委

員会と事前に協議してください。

許可なく転用したらか 無断転用は、農地法違反とな

り、許可権者の農業委員会会長が工事の中止や原状回

復などを命ずることになります。これに従わない場合

には、罰則として三年以下の懲役または三百万円以下

(法人は一億円以下 )の罰金が科せられる場合があり

ます。(農地法第六十四条・六十七条 )

農業に従事する方な ら広 くご加入いただけます。

あなたの老後生活への備 えは十分ですか ?

年金は家族一人ひ とりについて準備す ることが

大切です !老後の備えは

国民年金プラス農業者年金が基本です。


